
- 1 -

総 行 選 第 ４ ６ 号

平成２５年５月３１日

各 都 道 府 県 知 事
殿

各都道府県選挙管理委員会委員長

総 務 大 臣

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を

改正する法律等の施行について（通知）

第１８３回国会において成立をみた成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選

挙法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という ）は、平成２５年法律第２１。

号をもって、本日公布されました。また、これに伴い、公職選挙法施行令及び日本国

（ 「 」 。）憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令 以下 改正令 という

が平成２５年政令第１５９号をもって、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則

の一部を改正する省令（以下「改正省令」という ）が平成２５年総務省令第６３号。

をもって、それぞれ本日公布されたところです。

今回の公職選挙法等の改正は、成年被後見人の選挙権等を回復するとともに、あわ

せて、選挙等の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件の適正化

等の措置を講ずることを目的として行われました。

貴職におかれましては、下記事項に御留意の上、貴都道府県内の市町村長及び市町

村の選挙管理委員会に対しても今回の施行に係る改正法等の趣旨の周知徹底を図ると

ともに、その運用に遺憾のないよう、格別のご配慮をお願いします。

記

第１ 公職選挙法等の改正に関する事項

１ 成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格条項の削除について

成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除するもの
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（ （ 「 」 。）とされたこと 改正法による改正後の公職選挙法 以下 改正公選法 という

第１１条第１項関係 。）

なお、改正法の施行に伴い、公職選挙法第１１条第３項の規定に基づく本籍地

市町村長から住所地市町村の選挙管理委員会への通知は不要であること。

２ 代理投票における補助者の要件の適正化について

（１）代理投票の要件に係る条文上の表現が 「身体の故障又は文盲」から「心身、

の故障その他の事由」に改めるものとされたこと（改正公選法第４８条第１項

及び改正令による改正後の公職選挙法施行令（以下「改正公選令」という ）。

第４１条第１項関係 。）

なお、今回の改正により、代理投票の制度趣旨や要件が変更されるものでは

なく、改正前と同様、自書能力又はこれに代わるべき点字による記載能力のな

い選挙人に代理投票が認められるものであること（第２及び第３の２（１）に

おいて同じ 。。）

（２）選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合において、投票管理者

が、投票所の事務に従事する者に、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞か

せた上、その旨を宣言書に記載させる要件に係る条文上の表現が （１）と同、

様 「身体の故障又は文盲」から「心身の故障その他の事由」に改めるものと、

されたこと（改正公選令第４０条第１項関係 。）

（３）代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票管理者が投票所の事

務に従事する者のうちから二人を定めるものとされたこと（改正公選法第４８

条第２項及び第４８条の２第２項関係 。）

（４）選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不

在者投票について、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、不在者

投票管理者が当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において

投票に係る事務に従事する者のうちから二人を定めるものとされたこと（改正

公選令第５６条第４項関係 。）

また、第５６条第４項の規定を準用するその他の不在者投票についても、代

理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、不在者投票管理者が当該不在

者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事

する者のうちから二人を定めるものとされたこと。

（５）在外公館等における在外投票について、代理投票において選挙人の投票を補

助すべき者は、在外公館の長が在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員

のうちから二人を定めるものとされたこと（改正公選令第６５条の４第３項関
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係 。）

３ 不在者投票における公正確保等について

（１）不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会

わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなけれ

ばならないものとされたこと（改正公選法第４９条第９項関係 。）

（２）市に関する規定を指定都市の区に適用することとする公職選挙法施行令第１

４１条の３第１項の規定に同令第５０条及び第５６条を追加することにより、

選挙人が登録されている選挙人名簿の属する指定都市の区以外の同一指定都市

内の区においても不在者投票を行うことができるものとされたこと（改正公選

令第１４１条の３第１項関係 。）

４ その他

その他所要の規定の整備がされたこと。

第２ 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行

う投票方法等の特例に関する法律の改正に関する事項

（１）代理投票の要件に係る条文上の表現が 「身体の故障又は文盲」から「心身、

の故障その他の事由」に改めるものとされたこと（改正法による改正後の地方

公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投

票方法等の特例に関する法律（以下「改正電磁記録投票法」という ）第７条。

第１項関係 。）

（２）代理投票において選挙人の投票を補助すべき者及び電磁的記録式投票機の操

作の補助において選挙人のため電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者は、

投票管理者が投票所の事務に従事する者のうちから二人を定めるものとされた

こと（改正電磁記録投票法第７条第２項及び第４項関係 。）

第３ 日本国憲法の改正手続に関する法律等の改正に関する事項

１ 成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除について

（１）成年被後見人は国民投票の投票権を有しないもの等とする規定を削除するも

の等とされたこと（改正法による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律

（以下「改正憲法改正手続法」という ）第４条、第５条、第２２条、第２８。

条第１項、第３５条及び第４１条第１項関係 。）

（２）日本国憲法の改正手続に関する法律第４条等の改正に伴い、日本国憲法の改

正手続に関する法律施行令及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に
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ついても所要の規定の整備が行われたこと（改正令による改正後の日本国憲法

の改正手続に関する法律施行令（以下「改正憲法改正手続令」という ）第７。

条、第８条、第９条第１項、第２８条及び第１４１条第１項並びに改正省令に

よる改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則別記第１号様式から

第３号様式まで及び第６号様式から第８号様式まで関係 。）

２ 代理投票における補助者の要件の適正化について

（１）代理投票の要件に係る条文上の表現が 「身体の故障又は文盲」から「心身、

の故障その他の事由」に改めるものとされたこと（改正憲法改正手続法第５９

条第１項及び改正憲法改正手続令第５２条第１項関係 。）

（２）投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合において、投票管理者

が、投票所の事務に従事する者に宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせ

、 、（ ） 、た上 その旨を宣言書に記載させる要件に係る条文上の表現が １ と同様

「身体の故障又は文盲」から「心身の故障その他の事由」に改めるものとされ

たこと（改正憲法手続令第５１条第１項関係 。）

（３）代理投票において投票人の投票を補助すべき者は、投票管理者が投票所の事

務に従事する者のうちから二人を定めるものとされたこと（改正憲法改正手続

法第５９条第２項及び第６０条第２項関係 。）

（４）投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不

在者投票について、代理投票において投票人の投票を補助すべき者は、不在者

投票管理者が当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において

投票に係る事務に従事する者のうちから二人を定めるものとされたこと（改正

憲法改正手続令第７０条第４項関係 。）

また、第７０条第４項の規定を準用するその他の不在者投票についても、代

理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、不在者投票管理者が当該不在

者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事

する者のうちから二人を定めるものとされたこと。

（５）在外公館等における在外投票について、代理投票において投票人の投票を補

助すべき者は、在外公館の長が在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員

のうちから二人を定めるものとされたこと（改正憲法改正手続令第９５第３項

関係 。）

３ 不在者投票における公正確保等について

（１）不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会

わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなけれ
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ばならないものとされたこと（改正憲法改正手続法第６１条第９項関係 。）

（２）市に関する規定を指定都市の区に適用することとする日本国憲法の改正手続

に関する法律施行令第１４２条第１項の規定に同令第６４条第１項及び第７０

条第１項を追加することにより、投票人が登録されている投票人名簿の属する

指定都市の区以外の同一指定都市内の区においても不在者投票を行うことがで

きるようにされたこと（改正憲法改正手続令第１４２条第１項関係 。）

４ その他

その他所要の規定の整備がされたこと。

第４ 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に関する事項

１ 国会議員の選挙等において不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定

した者を投票に立ち会わせるために要する経費（一日につき一万七百円）につい

て、国が負担する不在者投票特別経費に算入するものとされたこと（改正法によ

る改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第１３条の２第２項

関係 。）

２ その他所要の規定の整備がされたこと。

第５ 他法令の改正に関する事項

今回の改正に伴い、地方自治法、農業委員会等に関する法律及び市町村の合併の

特例に関する法律並びに市町村の合併の特例に関する法律施行令及び大都市地域に

おける特別区の設置に関する法律施行令について所要の規定の整備がされたこと

（改正法附則第３条、第５条及び第６条並びに改正令附則第３項関係 。）

第６ 施行期日等に関する事項

１ 改正法、改正令及び改正省令は、それぞれ改正法の公布の日から起算して１月

を経過した日（平成２５年６月３０日。以下「施行日」という ）から施行する。

（ 、 ）。ものとされたこと 改正法附則第１条 改正令附則第１項及び改正省令附則関係

２ 改正公選法、改正電磁記録投票法及び改正法による改正後の国会議員の選挙等

の執行経費の基準に関する法律並びに改正公選令の規定は施行日後初めてその期

日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日までにその期日を公示され

又は告示された選挙については、なお従前の例によるものとされたこと（改正法

附則第２条及び改正令附則第２項関係 。）


